
令和７年度 科学研究費に関する学内研修会資料 

科学研究費・公的研究費

使用要領

 

令和７年１０月 

研究推進課・財務課・管財課 

科学研究費の学内用ホームページ 

科学研究費の執行等に関連する、各種様式のダウンロードができます。 

また、執行ルールや不正防止計画などの情報を提供しています。 

 

http://elephant.hoku-iryo-u.ac.jp/~aid/kaken-yoshiki 

※本学 HP→「教職員の方へ」→教職員ポータルサイト→ 

その他「各種様式ダウンロード」→「科研費」 

 

 

科研費システム 

科学研究費の執行状況を確認することができます。 

 

 https://aco-kaken.hoku-iryo-u.ac.jp/kakenhi/logout.do 

※本学 HP→「教職員の方へ」→教職員ポータルサイト→ 

その他「科研費システム」→「科研費プロ」 
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【変更点】 

 

（R7.10 変更） 

・旅費支出に係る提出書類について（P.15-17 参照） 

 →帰着後ご提出いただく書類は搭乗半券（原紙）または搭乗証明書に変更いたしま

す。 

 

・作業従事者への謝金について（P.19 参照） 

 →北海道労働局の官報公示が行われ、令和 7 年 10 月 4 日から北海道最低賃金が時間給

1,075 円に引き上げられました。これに準じ、謝金の支払い基準額が以下の通り変更

となります。 

  ※令和 7 年 10 月 4 日から適用 

  【1 日当たり】  （変更前）上限 8,080 円 →（変更後）上限 8,600 円 

  【1 時間当たり】 （変更前）上限 1,010 円 →（変更後）上限 1,075 円 

 

【留意点】 

 

・文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理･監査のガイドライン」のとおり、

研究費など他の資金からの振替、または他の資金への振替は行えません。やむを得ず発

注段階から支出財源が変更となる場合は、理由書別紙 7 を提出してください。（P.3 参照） 

 

・ソフトウェアの購入について（P.5、23 参照） 

 →CD/DVD-ROM 版は「物品費」、ダウンロード版は「その他の経費」となります。 

 

・請求書および納品書には、当該科研費の執行責任者となる研究代表者または研究分担

者が押印をした上で検収センターに提出してください。 

なお、学内分担者が使用する物品の請求書および納品書には分担者が押印をし、研究代

表者名を記入の上、検収センターに提出してください。 

※複数の分担者となっている場合、研究代表者の記入がないと判別できないため、必ず記入してくだ

さい。 

 



 

１．本学の体制について 

 

 

・各段階における職務権限と決裁手続き 

  ・研究費執行における全般的な注意事項 
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防止計画推進部署 
 
 
 
 
 

北海道医療大学の管理・運営体制 

 

 北海道医療大学（以下、本学）は、平成19年2月15日文部科学大臣決定の「研究機関における公的研

究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」にもとづき、公的研究費（科研費等）の管理運営体

制を定めましたが、令和３年２月に公表された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）」の改定により、下記のとおり管理運営体制を整えています。 

 

文部科学省あるいは文部科学省が所管する独立行政法人から交付される競争的資金等（科学研究

費補助金等）の管理・運営を適正に行うための責任と権限の体制については、最高管理責任者を学

長、統括管理責任者を事務局長、コンプライアンス推進責任者部局責任者を、各学部長、学術交流

推進部長および経営企画部長とする。 

 

各段階における職務権限と決裁手続き 

 
防止計画推進部署の体制と内部監査 

 
 
 

 

 

 

      議 論 

 

 

 

 

 
【最高管理責任者】 

学   長 
 

 ⇔  

 
【統括管理責任者】 

事務局長 
 

 ⇔  

【コンプライアンス推進責任者】 

具体策の実施、受講管理・指導、モニタリング・改善指導、状況報告 

各学部長・各研究科長 

予防医療科学センター長・先端研究推進センター長 
学術交流推進部長/経営企画部長 

 
 ⇔     ⇔  

研究者 職務 事務職員 

・研究費の執行計画、執行管理 
・研究費の執行責任(予算責任) 

研究費管理 
・執行状況の日常的モニタリング 
・交付、報告書類の作成サポート 

・物品の発注（備品以外） 
・使用管理 

物品購入契約・支払 
・備品の発注 
・物品等の納品確認（検収） 
・支払処理、出金管理 

・旅行の意思決定 
（部局長の旅行命令） 

出張計画・旅費執行 
・旅費の計算と支出依頼 
・提出関係書類の確認 

・雇用における人材の推薦 
・アルバイトの雇用管理責任 

作業者依頼・謝金支払 
・アルバイトの出勤実態の確認 
・雇用関係書類の保管、謝金執行 

監 査 室 

研究推進課 
財務課・管財課 

理事会 

・具体策の策定 

学部長・学術交流推進部長/経営企画部長 
（コンプライアンス推進責任者） 

事務局長（統括管理責任者） 

学長（最高管理責任者） 

内部監査の実施 日常業務の改善 

・基本方針の策定 
・必要な措置   

・具体策の実施 
・モニタリング 

状
況
報
告 

監事 
報告・意見 連携 
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 研究費執行における全般的な注意事項 
 

科学研究費は機関（大学）管理となっているため、研究者の委任を受けて最高管理責任者である学

長が受領し、事務局で管理を行っています。執行主体である各研究者は、科研費の執行に当たってこ

の使用要領をよく読み、必要な手続きを行ってください。 

 

注１．学外から調達する物品およびサービスへの支払は銀行振込を基本とします。 

注２．文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」のとおり、研究

費など他の資金からの振替、または他の資金への振替は行えません。やむを得ず発注段階か

ら支出財源が変更となる場合は、理由書別紙7を提出してください。 

 

○基金の採択初年度および補助金については、内定後の４月１日からの研究開始が可能ではあり

ますが当該年度の科研費入金が７月になることから、支払を急ぐものは特別に大学から仮払い

を行い、後日、科研費で振替えます。 

〇科研費の複数の研究課題の合算使用について 

 各研究課題の研究遂行に支障を来さないことを前提に、以下の条件を満たす場合に合算して 

 使用することが可能です。 

    ①科研費の直接経費の合算使用時に、各経費を支出する補助事業者（研究代表者又は研究分

担者）が同一の研究機関に所属していること 

    ②研究機関は、合算使用を行う前に、各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等につい

て、各補助事業者に確認し、書面により明らかにすること 

   合算使用する場合は、事前に財務課までご連絡をいただき、負担額の割合およびその根拠を明 

   記した理由書と各補助事業者の同意書（任意様式）をご提出ください。 

注３．学内に研究分担者がいる研究代表者は、分担者の直接経費執行状況を十分把握してください。 

○毎年度終了後に提出する「実績報告書（実施状況報告書）」に研究代表者、研究分担者それぞれ

の執行状況を報告する必要があり、研究代表者において分担者の執行、執行額を認識する必要

があります。研究期間中の分担者の経費執行が0円の場合は研究分担者から外すこととなりま

す。日本学術振興会による本学への実施調査においても、学内分担者の執行について徹底する

よう申し送りを受けていますのでご留意願います。 

○学内分担者の執行については、ご提出いただく支払伝票（請求書）に、「○○先生代表分」と記

載いただき、分担者の押印をお願いいたします。 

注４．支払伝票をご提出いただく際に、伝票に関する記載漏れ等について確認させていただきます。 

 ○いくつかのチェック項目を立会いの下で確認させていただきます。 

注５．年度末近く（１月以降）に集中的に経費を使用することがないように留意してください。 

○特に「補助金（単年度予算の科研費）」で受給している科研費の場合は注意が必要です。 

科研費は、立案した研究計画も含めて採否が決定しています。すべてが計画通りに運ぶとは思

いませんが、計画的、効率的な執行でこのような事態は抑制できると考えられます。 

研究機関における公的研究費の管理･監査のガイドライン（実施基準）（平成19年２月15

日（令和３年２月１日改正））第4節 研究費の適正な運営・管理活動より一部抜粋(参考) 

（機関に実施を要請する事項）（２）発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況

を遅滞なく把握できるようにする。 
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また、「基金」で科研費を受給している場合は、最終年度の執行には十分に注意してください。

基金は繰越に制限がないことから、最終年度に多額の科研費を残してしまうと執行が厳しくな

ります（原則として最終年度の備品購入はできないため、一度の大きな執行は望めません）。 

 

執行に当たって必要となる主な書類は各項目のページを参照してください。 

また、証憑書類としてご提出いただく書類は基本的には、本票（原本）となります。 



 

２．各費目の説明と 

執行手続きに係る諸注意 

 

 

  ・物品費（機器備品費、用品費、消耗品費） 

  ・旅費（国内旅費、外国旅費） 

  ・謝金 

  ・その他の経費 
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物 品 費 
 

物品費は、次のように分類されます。 

 

【機器備品費】 

購入および管理に関する注意事項 

①  機器備品の購入においては、事務局が発注します。 

② 物品調達伝票、製品カタログまたは仕様書と３社の見積書を管財課（医療技術学課・

病院事務課）に提出してください。価格を確認して事務局から発注します。 

③ 納品場所は研究者が定め、業者からの納品に対する問い合わせに答えてください。 

④ 納品の際は、必ず検収担当者による検収を受けてください。 

  ※検収担当課への持ち込みが不可能な機器の場合は、設置場所に係員が伺います。 

⑤ 納品書・請求書等の書類の必要箇所に押印し、管財課に提出してください。 

⑥ 備品購入後は、所属研究機関への寄付申込手続きを行っていただきます。請求書等に

基づき寄付申込書別紙 8 を作成しメール送付しますので、印刷、押印の上、ご提出くだ

さい。 

⑦ 機器備品の学外研究施設等への持出は禁止とします。ただし、管理責任者が特に必要

であると認めるときは、総括管理責任者の許可を受け、事前に管財課に報告してくだ

さい。（「固定資産及び物品調達管理規程」第 53 条（貸出）準用） 

⑧ 寄付された備品、用品は大学の資産に登録されます。登録後は「備品番号」が付され

管財課から「備品シール」が配付されますので、必ず該当機器に貼付してください。  

⑨ 大学の資産となった備品は、自己判断での廃棄、譲渡、貸出等の処理・処分は絶対に

行わず、その必要がある場合には必ず事務担当者に申し出てください。 

⑩ 転出等により、他の研究機関（ただし、科研費研究を続けられる機関）に当該機器備

品等を移設して使用することを希望する場合は、当該機器等を研究者に返還できる

ことになっています。 

返還を希望する研究者は備品返還申込書別紙 9 を提出してください。その場合、講座内

物品費 

機器備品費 
1 個または 1 組の購入価格が 20 万円以上で 1 年以上の耐

用年数のあるもの。 

用品費 10 万円以上 20 万円未満で 1 年以上の耐用年数のある物。 

消耗品費 

実験用器具、試薬、実験動物、ソフトウェア（CD/DVD-ROM

版）、新聞図書、その他、当該科研費による研究を推進す

るのに必要となるもの。 

図書費（備品） 新聞図書（マニュアル、雑誌等）以外の学術図書など。 

※備品の購入を希望する際には「物品調達伝票」を管財課に提出してください。 

※消耗品等を直接業者に発注する際は科研費を使用することを必ず伝えてください。 

※物品の購入時に任意で加入する有償の保険・保証料は支出できません。 

※ソフトウェアについて、ダウンロード版の場合は「その他の経費」となります。（P.23 参照） 

≪換金性の高い物品について≫ 

パソコン、パソコン付属機器（ディスプレイ、プリンタ、スキャナ、その他アップルペ

ンシル等アップル関係付属機器）、プロジェクター類、タブレット型コンピュータ、デジ

タルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画再生機器等については、10 万円未満であって

も、管理が必要です。 
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等における使用状況を十分に確認の上、必要に応じて所属の長と機器移動に係る調

整を図ったうえで手続きを進めてください。また、転出先の研究機関での備品登録

については、その機関の定めに従い、研究者個人が適切に行ってください。 

 

購入にあたって必要となる書類 

       必要書

類 

 
価格区分 

物品 

調達 

伝票 

見積書 納品書 請求書 
カタログ
（仕様書
等） 

契約書 
検査 

調書 

20 万円～50 万円未満 

○ ○ 
(３社) 

○ ○ ○ 

― 

― 50 万円～200 万円
未満 

 

○ 
 200 万円超 ○ 

 

【用品費】 

競争的資金における使用ルールの改正に伴い、10 万円以上 20 万円未満で 1 年以上の耐

用年数のある物品は用品として取り扱います。 

取り扱い内容としては【備品費】の⑥以下に準じ、大学への寄付が必要となります。 

 

【消耗品費】 

当該研究課題の遂行に必要な実験器具、試薬、実験動物など。 

 

［学外調達］ 

① 研究者は、当該研究課題の遂行に必要な物品を発注してください。 

② 納品の際は見積書・納品書・請求書と共に、必ず管財課（医療技術学課・病院事務

課・動物実験センター）による検収を受けてください。 

③ 検収を受けた後、見積書・納品書・請求書を管財課に提出してください。支払いは

財務課で管理している金融機関の口座から振込みします。 

 

［学内調達］ 

丸善雄松堂売店、モリタなど、学内売店からの購入については、発注時に科研費である

ことを伝え、見積書・納品書・請求書とともに購入物品を検収担当者のところへ持参

し、検収を受けてください。 

 

［新聞図書］ 

詳細については、図書館教職員専用ポータルサイトの「研究費等による資料の購入・管

理マニュアル」ページをご覧ください。「新聞図書」は「消耗品とする資料等」の説明

が該当します。 

※マニュアルを閲覧するには本学の HNNET アカウント（***＠hoku-iryo-u.ac.jp）にロ

グインする必要があります。 

https://sites.google.com/hoku-iryo-u.ac.jp/library-staff/ 

 

競争的資金における使用ルール等の統一について (３.使用ルールの統一(1))   （参考） 

（競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ（平成 27 年 3 月 31 日付）より一部抜粋） 

補助又は委託先の研究者及び研究機関は、耐用年数１年以上かつ取得価格 10 万円以上の物品

は備品として、耐用年数１年以上かつ取得価格 50 万円以上の物品は資産として管理するこ

と。 
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【換金性の高い物品の管理について】 

  換金性の高い物品については、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管

理・監査のガイドライン」に基づき、備品・用品に該当しない場合でも、備品の

取扱いに準じて管理いたします。 

対象商品： パソコン、パソコン付属機器（ディスプレイ、プリンタ、スキャナ、

その他アップルペンシル等アップル関係付属機器）、プロジェクター

類、タブレット型コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テ

レビ、録画再生機器等 

管理方法：  管財課（医療技術学課・病院事務課）にて管理簿を作成し管理しま

す。通常どおり検収を受けた後、ラベルが配付されますので、物品本

体へ貼付願います。本体への貼付が難しい場合は、購入物のケース、

保証書、説明書、納品書（控）等に貼付し保管してください。 

 

ラベル見本・・・ 科研費 Ｒ７．Ａ１ 

 

 

［Web を利用した場合］ 

 Web で購入した物品等の支出については、下記の証憑書類が必要となりますので、○印

の書類を提出してください。特に、アマゾンやヨドバシカメラ等は領収書画面を一度でも

表示して、閉じてしまうと領収書の出力有無に限らず、『領収書（再発行）』となりますの

で、ご留意願います。 

   提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払方法・配送同梱書類 

Ｗ
ｅ
ｂ
領
収
書
䥹
再
発
行
は
無
効
䥺 

ク
レ
ジ
䣹
ト
カ
䤀
ド
利
用
明
細
書

䥹
原
本
ま
た
は
Ｗ
ｅ
ｂ
版
䥺 

納
品
書
䥹
原
本
䥺 

出
荷
明
細
書
䥹
原
本
䥺 

納
品
書
兼
領
収
書
䥹
原
本
䥺 

購
入
明
細
書
䥹
Ｗ
ｅ
ｂ
発
行
䥺 

Ａ
Ｔ
Ｍ
・
ネ
䣹
ト
バ
ン
キ
ン
グ
利
用
明
細
書 

又
は 

コ
ン
ビ
ニ
・
配
送
業
者
発
行
領
収
書
等 

クレジット

カード 

同梱された納品書等が無

い又は無効なものの場合 
○ ○      

納品書が同梱の場合 ○ ○ ○     

出荷明細書が同梱の場合 ○ ○  ○    

納品書兼領収書が同梱の

場合 
 ○   ○   

請求書および納品書には、当該科研費の執行責任者となる研究代表者または研究分担

者が押印をした上で検収センターに提出してください。 

なお、学内分担者が使用する物品の請求書および納品書には分担者が押印をし、研究

代表者名を記入の上、検収センターに提出してください。 

※複数の分担者となっている場合、研究代表者の記入がないと判別できないため、必ず記入してく

ださい。 

（P.9-10 の見積書・請求書・納品書の例を参照してください） 
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   提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払方法・配送同梱書類 

Ｗ
ｅ
ｂ
領
収
書
䥹
再
発
行
は
無
効
䥺 

ク
レ
ジ
䣹
ト
カ
䤀
ド
利
用
明
細
書

䥹
原
本
ま
た
は
Ｗ
ｅ
ｂ
版
䥺 

納
品
書
䥹
原
本
䥺 

出
荷
明
細
書
䥹
原
本
䥺 

納
品
書
兼
領
収
書
䥹
原
本
䥺 

購
入
明
細
書
䥹
Ｗ
ｅ
ｂ
発
行
䥺 

Ａ
Ｔ
Ｍ
・
ネ
䣹
ト
バ
ン
キ
ン
グ
利
用
明
細
書 

又
は 

コ
ン
ビ
ニ
・
配
送
業
者
発
行
領
収
書
等 

ネットバンキ

ング、ATM、

コンビニ、代

金引換 

同梱された納品書等がな

い又は無効なものの場合 
     ○ ○ 

納品書が同梱の場合   ○   
 

○ 

出荷明細書が同梱の場合    ○  
 

○ 

 

≪注意事項≫ 

Web 領収書 ①「領収書（再発行）」は何度でも出力できるので、無効です。 

②宛名には「北海道医療大学 購入者氏名（フルネーム）」とご記入

ください。 

※Web 領収書を出力する際、一度表示させた領収書画面を閉じてし

まうと、領収書の出力有無にかかわらず、次回の表示からは「領収

書（再発行）」となり、証憑書類として無効となってしまいますの

で、ご注意ください。 

納品書、 

出荷明細書  

納品書兼領収書

等 

①コピーではないことが明らかな納品書、明細書等。（何度でも出力

できる書類及びコピーは無効です。） 

②配送ラベルの内側にステッカー上に貼られている場合があります

ので、必ず取り出して、ご提出ください。 
③配送ラベルは、納品書の代わりにはなりません。 

購入明細書 

（Web 発行） 

クレジットカード払い以外の方法で購入の場合、「Web 領収書」と同

じ方法で、出力すると「購入明細書」が発行されます。 

配送業者発行の

領収書 

代金引換の場合は配送業者から領収書が発行されます。必ず領収印

の押印をご確認ください。 

※購入した物品の受領時に同梱されていた書類は全てご提出ください。 

※出品者が発行した領収書がある場合でも、Web 領収書を併せてご提出ください。 

 

【図書費】 

図書館教職員専用ポータルサイトの「研究費等による資料の購入・管理マニュアル」

ページをご覧ください。 

※マニュアルを閲覧するには、本学の HNNET アカウント（***@hoku-iryo-u.ac.jp）に

ログインする必要があります。 

https://sites.google.com/hoku-iryo-u.ac.jp/library-staff/ 
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見積書・納品書・請求書 ～提出の際の留意点（発注者・受注者共通）～  
 

※納品書には検収印と受領印、請求書には支払いのための確認印が必要です。 

＜研究代表者＞ 
 

見積番号 01254 
令和 7 年 4 月 5 日   

見  積  書 
 

 

北海道医療大学 田中教授 様（科研費） 

△△科学株式会社 
代表取締役 北海太郎 
札幌市中央区南１条西１丁目 

TEL011-321-7654 FAX011-321-9876 

合計金額 ￥１６，５００ 

 請 求 内 容 数量 単価 金額 備考  
エタノール 500ml 10 1,500 15,000  
     

     

小     計   15,000  

消 費 税 額   1,500  

合     計   16,500  
 

 

  納品番号 01254 
令和 7 年 4 月 11 日 

納  品  書 
 

 

北海道医療大学 田中教授 様（科研費） 

△△科学株式会社 
代表取締役 北海太郎 
札幌市中央区南１条西１丁目 

TEL011-321-7654 FAX011-321-9876 

合計金額 ￥１６，５００ 

 請 求 内 容 数量 単価 金額 備考  
エタノール 500ml 10 1,500 15,000  
     

     

小     計   15,000  

消 費 税 額   1,200  

合     計   16,500  

 

 

  請求番号 01254 
令和 7 年 4 月 11 日 

請  求  書 
 

 

北海道医療大学 田中教授 様（科研費） 

△△科学株式会社 
代表取締役 北海太郎 
札幌市中央区南１条西１丁目 

TEL011-321-7654 FAX011-321-9876 

合計金額 ￥１５，７５０ 

 請 求 内 容 数量 単価 金額 備考  
エタノール 500ml 10 1,500 15,000  
     

     

小     計   15,000  

消 費 税 額   1,500  

合     計   16,500  
 

見積書・請求書・納品書の番

号が一致していますか？ 

◎日付の記入漏れはないですか？ 
（日付けの未記入が目立ちます） 

見積書の日付は、納品書・請求書の

日付以前になっていますか？ 

田 
中 

◎納品書には、研究種別及び受領者の

押印が必要です。受領者が研究代表者

以外の場合は、執行管理者として代表

者が納品確認の押印をしてください。 

田 
中 

納品の際に検収を受けましたか？ 
書類（見積・納品・請求）を提出する

際は、納品書に検収印が押されている

かを確認してください！ 

◎請求書には、研究代表者の押印が必

ず必要です。また、同じ研究種目を複

数持っている場合は課題番号を記入

してください。 

基盤(C) 

基盤(C) 
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＜研究分担者（学内分担者含む）＞ 

見積番号 01254 
令和 7 年 4 月 5 日   

見  積  書 
 

 

北海道医療大学 伊藤講師 様（科研費） 

△△科学株式会社 
代表取締役 北海太郎 
札幌市中央区南１条西１丁目 

TEL011-321-7654 FAX011-321-9876 

合計金額 ￥１６，５００ 

 請 求 内 容 数量 単価 金額 備考  
エタノール 500ml 10 1,500 15,000  
     

     

小     計   15,000  

消 費 税 額   1,500  

合     計   16,500  
 

 
  納品番号 01254 
令和 7 年 4 月 11 日 

納  品  書 
 

 

北海道医療大学 伊藤講師 様（科研費） 

△△科学株式会社 
代表取締役 北海太郎 
札幌市中央区南１条西１丁目 

TEL011-321-7654 FAX011-321-9876 

合計金額 ￥１６，５００ 

 請 求 内 容 数量 単価 金額 備考  
エタノール 500ml 10 1,500 15,000  
     

     

小     計   15,000  

消 費 税 額   1,200  

合     計   16,200  

 

 

 

  請求番号 01254 
令和 7 年 4 月 11 日 

請  求  書 
 

 

北海道医療大学 伊藤講師 様（科研費） 

△△科学株式会社 
代表取締役 北海太郎 
札幌市中央区南１条西１丁目 

TEL011-321-7654 FAX011-321-9876 

合計金額 ￥１５，７５０ 

 請 求 内 容 数量 単価 金額 備考  
エタノール 500ml 10 1,500 15,000  
     
     

小     計   15,000  

消 費 税 額   1,500  

合     計   16,500  
 

 

 

見積書・請求書・納品書の番

号が一致していますか？ 

◎日付の記入漏れはないですか？ 
（日付けの未記入が目立ちます） 

見積書の日付は、納品書・請求書の

日付以前になっていますか？ 

伊
藤 

◎納品書には、代表者の研究種別、氏

名及び受領者の押印が必要です。受領

者が分担者以外の場合は、執行管理者

として分担者が納品確認の押印をして

ください。 
 

伊
藤 

納品の際に検収を受けましたか？ 
書類（見積・納品・請求）を提出する

際は、納品書に検収印が押されている

かを確認してください！ 

◎請求書には、分担者の押印が必ず必

要です。 

基盤(C)田中先生代表分 

基盤(C)田中先生代表分 
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【物品購入におけるその他の注意点】 

 

○令和 3 年度より、学内経費の執行はコーポレートカードでの運用を開始していますが、

科研費での使用は認めておりませんので、やむを得ずクレジットカードを利用し、立

替払いにて物品を購入する場合はご注意ください。 

○物品購入においては、購入先が１社偏重にならないように注意してください。 

発注先が１社に集中することは、第三者（特に会計検査院や文部科学省など）が客観的

に見た場合、「不正の温床になっているのではないか？」という疑念を抱かせる要因にな

ります。１社からの購入が「不正である」ということではありませんが、研究者の皆さん

自身が注意していただきますことをお願い致します。また、年度末に集中して購入するこ

とのないよう計画的に使用してください。 

 

特に最近は、公的研究費の使用に対する外部機関の検査が厳しくなっています。また、

平成 26 年度からは、これまでに多くの不正使用が表面化したにもかかわらず、減少しな

い不正使用の状況を踏まえ「公的研究費の管理・監査のガイドライン」が改正されまし

た。これにより、研究機関にはこれまでよりも厳格な管理・監査体制を求められるととも

に、研究者にも不正使用があった場合にはより厳しいペナルティが課されることになりま

した。不正が認められた場合には、当該研究者のみならず、管理する大学の責任も問われ

ることを認識することが求められています。 

 

下記は、本学と「取り引き」のある主な指定業者です。発注先に迷う場合などの参考に

してください。管財課に連絡をいただければ営業担当に取り次ぎます。また、本学ホーム

ページ（各種様式等ダウンロード・申請フォーム・管財課）に、本学の主な取引指定業者

連絡先一覧表を掲載しております。 

 

【大学の主な取引指定業者】 

取扱品の系統 業者名（下記は抜粋です） 

事務用品全般・ 

OA・PC 等 

アスクル、近藤商会、丸善雄松堂、キャノンシステム＆サポー

ト、ヤマダ電機札幌屯田店法人窓口 他 

医療機器・医薬品・ 

歯科機器・材料 等 

ムトウ、スズケン、ほくやく、フラックス、モノリス、竹山、 

モリタ 他 

理化学機器・ 

精密/計測機器・ 

試薬 等 

イムノサイエンス、北海ケミー、池田理化、北海道和光純薬、 

コンドウサイエンス、ムトウ、フロンティアサイエンス、 

メディカルライフライン、島津製作所札幌支店、ダルテック、

大槻理化学 他 

生体・実験動物 等 三協ラボサービス、ホクドー、ムトウ 他 

エネルギー 等 北海道エアウォーター 他 

印刷・製本・図書 

等 
山藤三陽印刷、キサツ、丸善雄松堂、紀伊國屋書店 他 

※事業者によっては、示された系統に関わらず、多様な商品を取り扱っている場合もあり

ますので、各事業者営業担当に相談してください。 
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物品発注のフロー図（発注➡納品・検収➡支払い） 
≪備品（20 万円以上）の機器類≫ 
 

①製品カタログ・見積り依頼（３社）/ 取得 

 

③     ②物品調達伝票提出         ③相見積り依頼/取得（必要に応じて） 

（カタログ・見積り添付）               ④事務局から発注 

 

⑤納品                          ⑤納品 

 

⑥請求書                         ⑥請求書 

 

 

 

 

⑦支払関係書類                          

 

        ⑧支払 

 

 

④１個又は１組の取得価額が 50 万円以上の物件を学外調達するときは契約に 

係る起案を行い、決裁終了後契約書を取り交わし、発注する。なお、公的研 

究費で１個又は１組の取得価額が 200 万円以上の場合、検査調書を取得する。 

⑤納品の際には必ず検収センター（担当事務課）で検収を受けてください。 

⑦（※）公的研究費での購入の際には、必ず見積書を提出してください。 

 

 

≪消耗品および 20 万円未満の機器類≫ 
 

①見積り依頼 

 

②見積り取得 

 

③物品の発注 

 

 

④納品                          ④納品 

 

⑤請求書                         ⑤請求書 

 

 

 

⑥支払関係書類                         

 
         

⑦支払 

    

 

③経済性及び品質等に留意することを前提に、直接発注が可能です。 

④納品の際には必ず検収センター（担当事務課）で検収を受けてください。 

⑥（※）公的研究費での購入の際には、必ず見積書を提出してください。 

 

 

見積書（※） 
納品書（要押印） 
請求書（要押印） 

 
管財課 

 
財務課 

検収センター 
納品検査＝納品書への検収印押印 

 
 
 
 

検収事務 
管財課・動物実験センター・医療技術学課 

病院事務課・学術情報課（図書関連） 

指 

定 

業 

者 

研 
 

究 
 

者 

見積書（※） 
納品書（要押印） 
請求書（要押印） 

検収センター 
納品検査＝納品書への検収印押印 

 
 検収事務 

管財課・動物実験センター・医療技術学課 
病院事務課・学術情報課（図書関連） 

指 

定 

業 

者 

研 
 

究 
 

者 

 
管財課 

 
管財課 

 
財務課 
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≪立替払い（現金・クレジットカード）で物品等を購入又は物品が直接配送される場合≫ 
 
 

①物品の購入（見積書・納品書・領収書） 
 

②購入物品の検品・検収（納品書へ検収印押印） 
 

③見積書・納品書・領収書・クレジットカード明細書の提出                        
 

 
④購入代金（立替金）の支払い  

 
 
 
1）購入した物品が宅配便で納品される場合には、1 週間以内に購入物品と領収書、納品書等を管

財課（医療技術学課・病院事務課）に持ち込み、検品、検収を受けてください。 
   なお、配送物品については、納品書に受領日を必ず記載してください。（納品書が同梱されて

いない場合は、配送ラベルに記載し、提出してください。） 
  立替払いの物品の検収を受ける場合（現地購入）は、1 週間以内に購入物品と領収書をもって

検収を受けてください。 
※物品の受領日または購入日から 1 週間以内に検収を受けられない場合は、納品書または領

収書に具体的な理由や理由書を記載のうえ提出してください。 
2）領収書で支出処理を行う場合は、①ただし書きを具体的に記載してください。②複数以上の商

品を購入した場合は、購入商品の内訳が分かる書類（納品書や商品内訳書など購入したものの

名称や個数を明らかにできる書類）を添付してください。 
3）クレジットカードでの支払いの場合、カード利用明細書と領収書等の証憑書類を提出してくだ

さい。 
※カード明細の提出が必要な支払いの場合、執行の都合上、年度末（1 月頃）の利用は控えてい

ただきますようご配慮願います。 
 

【立替払い・カード決済はできるだけ利用を控えてください】 
科学研究費は、研究機関（大学）が研究者に代わり管理することになっています。研究者から

提出された請求書に基づき、当該研究に必要なものかを判断した上で支出手続きを行っています。 

この観点によると、「立替払い」は、単に精算をしているだけであり、執行（支払い）におけ

る研究機関の判断はありません。つまり、「管理業務の不徹底」という理解につながると考えら

れることから、本学では「立替え払い」の利用を積極的に認めてはいません。 

クレジットカード（以下カード）による支払いも「立替払い」の一種とみなし得るため、立替

払いと同様の取り扱いと考えます。 

しかし、学外での調査研究等の実施において、緊急止むを得ない状況での必要物品の購入やイ

ンターネットによる航空券の購入など、現金やカードで支払をする状況が多くなっていることか

ら、本学においても「利用可能」としています。しかしながら、これは「立替払い」や「カード

の利用」を推奨しているものではありません。「立替払い」や「カード決済」は緊急・臨時・止

むを得ない理由等による使用であるという認識の元に必要最小限に留めていただくことをお願い

します。 

科学研究費は、公的な資金であり、国民の税金により賄われていることは充分にご理解されて

いると思います。不正使用などに対する社会の目は厳しいものであり、一個人ばかりではなく大

学の社会的な責任も問われることをご理解いただき、より適正な執行を心掛けてください。 

近年、消耗品をインターネットで購入するケースが散見され、状況によっては、配送料が加

算され「経済的かつ効率的」とは考えられないケースも見られます。 
 少額の消耗品であっても、基本的には「業者への見積り依頼、納品、請求書による支払」が

基本的な購入手順です。インターネットで購入する正当性、妥当性を十分に考慮してください。 
 
 

小 

売 
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旅  費 
 

 旅費は、次のように分類されます。 

※研究協力者、研究に必要な業務等のための外部者招へいなど、当該研究の遂行に必要

と認められる者の出張に係る旅費も支出可能です。 

 

≪出張旅費支出に関する注意事項≫ 

① 旅費は、本学旅費規程に基づき、科研費の研究課題遂行に必要な出張用務および

用務に必要な日数について支出します。 

② 出張する場合は、講座等の主任教授（出張者が教授の場合は学部長等）の承認印を

押印した出張命令書を人事課に提出してください。 

  ⇒出張命令書に承認印の無いものが散見されます。提出の際にはご留意ください 

③ 航空機を使用する場合の代金は、次の支払い方法のいずれかとします。 

 ａ）航空会社等からの請求書に基づく振込による支払い。 

 ｂ）研究者が支払いを完了（立替）したあとの領収書による精算。 

④ 宿泊も含まれたパックを利用した場合は、パック料金を交通費として支出しますの

で、宿泊費は支出しません。なお、パック旅行であっても本学規程による旅費を上

回る場合は、本学規程額に照らして減額調整することがあります（パックのほうが

安価である前提に拠ります）。 

   ※宿泊パックを利用した場合は、内容がわかる資料（旅程表等）を提出してくだ

さい。 

⑤ 出張命令書には、行き先、用務を明記し、交通費算出の根拠資料および学会発表の

場合は当該学会の日程および開催地、発表の事実がわかる資料（コピー可）を添付

し、帰着後には出張報告書を提出してください。研究打ち合わせの場合は、その打

合せの案内もしくは打合せの相手との日程調整等の経緯がわかる書類（メール）等

の写しを提出していただくとともに、帰着後に提出する出張報告書には、打ち合わ

せの内容について詳細な記載（別添可）をお願いします。 

⑥ 一連の出張において他業務が含まれる場合は、必ず事前に申し出てください。科研

費業務と他の業務等の出張日程を明確に区分した上で、科研費業務に必要な出張旅

費のみを支出します。 

⑦ 航空機を利用する場合は、普通席航空運賃が支給の対象となります。クラス J やプ

レミアムシート等、普通航空運賃に含まれない座席料金等を科研費から支出するこ

とはできません。 

当該座席を利用した場合は、請求書や領収書にその料金が含まれたものか否かを明

記してください（記載例：「クラス J 料金は自己負担」など）。 

旅 費 
国内旅費 

当該科研費の研究を遂行するために行う資料収集、各種調

査、研究打ち合わせ、対象となった研究の成果発表を行うな

どの日本国内における出張に関する経費。 

海外旅費 上記事由の海外における出張に関する経費。 
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  国際線エコノミークラスの事前座席指定（通路側席等）の有料料金は支出可能です。 

⑧ 航空機を利用する出張時の空港利用に要する交通費の考え方は、概ね以下のとおり

です。 

1）自宅から出発空港までの考え方 

在住地（自宅または勤務地）から通勤手当の支給範囲を除いて計算します。 

2）到着空港から用務地までの考え方 

到着した空港からの交通費について、最も経済的な経路及び交通機関により目的の用

務地までの往復運賃を支出の対象とします。支出できるのは、自宅から用務地までの 

一往復分です。 

⑨ 発表を伴わない学会への参加に係る旅費については、研究の遂行に必要と認められ

る場合に支出することが可能です。 

⑩ 出張用務（会議や学会など）の終了後は速やかに帰途につくことが望まれます。た

だし、出張用務後、速やかに移動しても札幌駅に午後 10 時を経過しても帰着できな

い場合のみ、宿泊費を請求することができます。 

⑪ 宿泊を伴う出張の場合には、帰着後に宿泊施設の領収書または宿泊証明書を提出し

てください。 

※この対応については、外部機関（文部科学省）の調査時に指導されたもので、宿

泊の事実を確認するための証憑書類として保管することが目的です。また、領収書

をご提出された場合、規程の範囲内であれば実費精算となります。規程額を請求す

る場合は宿泊証明を提出してください。 

⑫ 国内・海外を問わず、出張旅費には基本的に「帰着後の精算払い（領収書、航空機

の搭乗半券（原紙）または搭乗証明書および出張報告書の提出をもって精算）」とし

ています。特別な理由があり、事前に相談があった場合にはその限りではありませ

ん。 

 

本学の旅費規程による支出基準 

出張旅費算出基準（平成 24 年 4 月 1 日から） 

職名 

国内旅費 海外旅費 

日当 
宿泊費 

日当 宿泊費 
甲地方 乙地方 北海道内 

教授 4,000 12,000 10,000 9,000 6,200 18,800 

准教授・講師 3,500 11,000 9,000 8,000 5,200 16,100 

その他 3,000 10,000 8,000 7,000 4,400 13,400 

※宿泊料の欄中「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、

福岡市及び北九州市であり、乙地方とは、北海道を除くその他の地域です。 

※宿泊費は「出張用務地」を支給の基準とします。 
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出張旅費の執行において提出が必要な書類は以下のとおりです。 

事前提出 

・出張命令書 

・出張目的を明らかにできる書類（学会パンフレットのコピー等） 

・学会等の日程表（開始時間、終了時間がわかる資料） 

・研究打ち合わせの場合は、打ち合わせの日程や内容を調整・決定し

たことがわかる書類（メールの写し）等 

 ※電話で調整を行った場合などは、証憑書類がないケースもあると

思いますが、日程確定後に打ち合わせの相手と確認メールを送受

信するなど個別の対策をお願い致します。 

・領収書を提出しない JR・地下鉄・バス等の交通費については、金額 

が確認できる根拠書類（ネット検索画面等） 

入手次第提出 

・航空機利用に関わる請求書または領収書（注１ 

注 1）航空機利用の際の普通航空運賃以外（クラスＪ等）は支給の対象外です。 

注２) 国際線エコノミークラスの事前座席指定の有料料金は支給の対象です。 

事後提出 

・搭乗半券の原紙または搭乗証明書（航空機利用の場合） 

・宿泊先の領収書または宿泊証明書 

 ※宿泊パックを利用の場合は、領収書及び旅程表を提出 

・各種領収書（注 2） 

・学会等参加証明書（注 3） 

・出張報告書（例年の監査で提出漏れが指摘されます。留意してください） 

・旅費精算書（必要に応じて） 

 

注 2・3）学会参加費の領収書及び参加証明書の原本が提出できない場合は、そ

の旨の理由を具体的に明記してください。 

また、学会参加費を事前に立替し、振込時の領収書を持参した場合も出張後に

は学会に参加したことを証明するうえで、参加証明書を必ず提出してくださ

い。 

※国内出張、海外出張とも必要書類は基本的に同じです。 

 

※オンライン学会に参加し、参加費を支出する場合は、参加費の領収書の他に出張報告

書（記入できる範囲でかまいませんので、参加した報告が必要になります）と開催概

要が確認できる書類をご提出してください。また、学会等から参加した証明等が発行

される場合は添付をお願いいたします。出張命令書は不要ですが、大学に出勤せず、ご

自宅等で参加する場合は、外出伺を人事課へご提出ください。 
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出張申請から支払いまでのフロー図 

 
 

①出張伺い 

 

②出張命令 

 

③出張命令書、事前提出書類の提出（出張前） 

 

④出張報告書、事後提出書類の提出（帰着後） 

 

⑤旅費精算書（必要に応じて） 

 

⑥旅費の支払い 
 
 

 

④出張関係書類に関して、航空機を利用した場合は、領収書および搭乗半券（原紙）または搭

乗証明書も提出してください。 

その他に宿泊先の領収書（宿泊パックの場合は領収書及び旅程表）または宿泊証明書、学会参加

の領収書など、支出する金額を証明する書類はもれなく提出をお願いします。 

※学会参加費を事前に申請した場合は、帰着後に参加証明書及び領収書を提出してください。 

⑤旅費精算書は、旅費を出張前に受領し、帰着後に差額が生じた場合に提出してください。 

⑥旅費は精算払い（帰着後支給）が基本となっています。 
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謝  金 
 

謝金は、次のように分類されます。 

謝金 

研究補助 

実験補助 など 

一定期間、試料作成やデータ採取などのために研究室で

作業に従事する者など 

調査集計補助 

資料整理 など 

一定期間、データ整理や資料作成、資料整理のために研

究室で作業に従事する者など 

外国語等の翻訳・校閲 
専門業者でない個人に、外国語等の翻訳・校閲を依頼す

る場合 

専門知識の提供 
特別な専門知識を有する者、または特別な技術を有する

者に対し知識・技術の提供を依頼、招聘する場合の謝金 

アンケート・調査等の

回答者への謝金 

不特定多数の者へのアンケートの依頼、または特定の者

に調査回答を依頼した場合の謝金および謝礼品（図書カ

ード、クオカード等）など 

その他 
上記以外で、当該研究に協力を得た者に対して支払われ

る謝金または謝礼品 

 

【研究補助（実験補助）・調査集計補助・資料整理など】 
 

 ≪作業従事および賃金の支給に関する注意事項≫ 

① 作業を依頼できる者は、「研究代表者」または「研究分担者」のみとします。 

② 作業従事者は、大学院生または外部者（本学学部生不可）とし、作業従事届を提

出しなければなりません。※被雇用者が決定した段階で、一度財務課までご連絡

をください。 

③ 作業従事者に対する謝金は、作業者本人の金融機関口座へ振込みます。 

※ 研究代表者および研究分担者の立替による支払は認められません。 

④ 作業従事者は出勤表を常備し、当日の作業終了後に必ず勤務時間を記入し、本人

の確認印および作業依頼者の確認を押印してください。 

⑤ １回（１日）の勤務が６時間以上、８時間以下の場合は、４５分から１時間の休

憩が必要となります。 

⑥ 出勤表は、記入、押印漏れがないことを確認してから作業にあたった「月ごと」

に、作業従事者本人が財務課へ提出してください。 

⑦ 作業従事者の雇用管理（勤務状況の確認等）においては、「管理・監査のガイド

ライン」において従来から事務部門が関わることが求められていました。これま

では雇用管理を雇用者に依存していましたが、ガイドラインの改正に伴い、事務

局としても出勤表を提出いただく際に、作業従事者と簡単な面談を実施しますの

でご協力をお願い致します。 

⑧ 外部者が作業従事者である場合、必要な交通費を支給することができます。出勤

表とともに、「交通費精算書」を提出してください。（大学院生及び契約に基づく業務と同

一日に行った業務がある本学の雇用者は不可） 

※本学と雇用関係にある者を作業従事者とすることはできません（本学教職員、任

期制助手など）。 

※本学と雇用関係にあっても、勤務について不定期の者は、その勤務に支障がない日

程および時間帯であることが確認された場合には作業従事者となることができま

す（実習インストラクター等。ただし、交通費は２重に請求することはできません。

請求する際には各自重複がないかを確認してください）。 
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＊作業従事者に対する謝金の支払基準額＊ 

１日当たり 上限 8,600 円（1 日の勤務時間は 8 時間） 

１時間当たり 上限 1,075 円 

※上記の金額を超える場合は、その理由を提出してください。 

※旅行を伴うものは、1 日当たり 8,600 円＋旅行に要した実費とします。 

 

【外国語の翻訳・校閲など】 

① 専門業者ではない個人に依頼する場合に、謝金として支出が可能です。 

  ※個人に謝礼を渡す場合は、支払いの際に一定の税率による所得税と復興特別所得

税を源泉徴収しなければなりません。 

② 理由書に必要事項を記入し、振込口座届と共に財務課に提出してください。 

③ 翻訳・校閲の終わった論文等のコピー（タイトル・Author などが記載されたペー

ジのコピー）を添付してください。 

 

  翻訳・校閲などの支払基準 

翻訳 日本語 4,000 字当たり、おおむね 4,800 円 

校閲 外国語 300 字当たり、おおむね 2,600 円 

  ※上記の金額を超える場合は、その理由を提出してください。 

 

【専門知識の提供】 

① 外部有識者や専門的知識を有する著名人等から、固有の知識や技術を得るために必

要となる経費を対象とします（交通費・旅費は別途対象とする）。 

② 謝金額は常識的な額とし、その金額の妥当性を理由書として提出してください。 

  ※個人に謝礼を渡す場合は、支払いの際に一定の税率による所得税と復興特別所得

税を源泉徴収しなければなりません。 

③ 対象者への謝金の支払いは、指定口座への振込みを基本とします。 

 

【アンケート・調査の回答者への謝金】 

①  アンケートや調査の回答に協力を得た人への謝金の支払いにおいては、受領者から

の領収書徴収が必要です。徴収する領収書には、日時、場所、目的・内容等が明記さ

れたものが望ましく、併せて実施したアンケートや調査の実施要領等を添付してく

ださい。 

② 粗品（ボールペン、タオルなど）をもって謝金に替えることも可能ですが、この場

合は、謝礼物品購入時の領収書及び購入数と払出数を管理する「受払簿」を保管し、

受け渡しの物品の収支がわかるようにすることが重要です。必要に応じて「受領書」

を徴収しておくことが望まれます。 

なお、補助金で謝品を購入した際には、補助金は単年度決算となりますので、物品

であっても翌年度への持ち越しはできません。注意が必要です。 

 

※その他共通の注意事項 

 ・施設や協力者、訪問先への手土産的な菓子類などの購入費は支出できません。 

 ・対象者の特別な状況や、特殊事情がある場合は事前に申し出、支払方法や金額

について事務担当者と調整してください。 
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～図書カード、クオカード等（金券）などによる謝礼に関して～ 
 

平成 23 年度から日本学術振興会科研費ホームページ（科研費ＦＡＱ）で、図書カードによる

謝金の支払いが可能であることが明示されていますが、図書カードは（金券）であり、専用の

受払簿を別途保管する必要があります。 

つまり、購入時には、相手に渡す目的、購入した年月日、単価、枚数、払い出し時には払い出

し年月日、単価、枚数、渡した相手、残枚数の記帳を記帳し保存しておく必要があり、さらに、

渡した相手から領収書（受領書）を受け取る必要があります。この受払簿と領収書がないと、

図書カード使途不明となり不正使用となってしまいます。 

図書カードのもうひとつの注意は、利用している科研費が「補助金」の場合、図書カードの払

い出し自体を年度末の３月３１日までに完了しなければならないことです。もし、４月以降に

も図書カードが配布されずに残っていた場合、その残金（券）は決算上残余金額として返還の

対象になります。ここで、科研費を返還する手続きを怠ってしまえば、プール金となり、これ

も不正使用となります。 
図書カードによる謝礼の配付は、基金化に伴う取扱の変更（基金においては年度をまたぐ利  

用が可能である）によるものかもしれませんが、受払簿の作成、領収書の受領などの手続き、

不正使用の危険性を考えると、図書カードによる謝礼の配付には、研究者や機関にとって大き

なメリットがあるとは思えません。そのような使用が可能であるとしても、手続きの煩雑さや

危険性を考えた場合、本学では引き続き、図書カード等の金券による謝金の支払いは行わない

ことを基本とします。  
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被雇用者の募集から給与・謝金等の支払いまでのフロー図 

① 謝金によって研究補助作業を依頼する場合 
（研究者と作業従事者との合意による契約になります） 
※被雇用者が決定した段階で一度財務課までご連絡をください。この際、面談の日程を調整させ

て頂きます。 
 

①研究補助作業の依頼 
 

②依頼の承諾・作業従事届の提出 
※作業従事者が大学院生の場合には学生証のコピーも提出 

 
                 ④面談 

③作業従事届の提出（作業者決定報告） 
※作業者本人により提出してください 

⑤出勤表の提出（毎月） 
 

 
⑥賃金の支払い 

 
 
 
②人件費によって研究補助者を雇用する場合 
（学校法人との雇用契約となりますので、通常こちらの形態での雇用は発生しません） 
 

①被雇用者の募集依頼 
 

②被雇用者の推薦依頼 
 

③被雇用者の推薦 
 

④被雇用者の決定 
 

⑤雇用決定の報告           
  

⑥出勤表の提出（毎月）  
 

⑦給与支払（振込） 

  
 
 
 
 

作 

業 

従 

事 

者 

研 
 

究 
 

者 

財
務
課 

人 

事 

課 

研 
 

究 
 

者 被
雇
用
者 

財
務
課 



22 

 

�¦�·�Â�·�º�r��
 

 ∕─ ─ ─ ⌂╙─│ ─≤⅔╡≢∆⁹ ↕╣≡™╢╙─ ⌐ ⌂ ⅜

⇔√ │ ∏ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 ∕─ ─ ─ ⌐⅔™≡│⁸ ⇔√™ ⅜ ─ ⌐≥─╟℮⌐ ⌂

─⅛╩ ╛ ↑≤⌂╢ ⌂≥ ≢⅝╢↓≤⅜ ≢∆⁹╕√⁸ ⌐⅔™≡

│ ─ ≤ ⌐⁸₈ ⁸ ⁸ ₉╛₈ ⁸ ─ ╛

₉⁸ ⌂≥⌐ ⇔≡│₈ ╛ ⁸ ⅜ ↕╣√ ╡ ₉⌂≥⁸

≤─ ≤ ─ ╛ ╩ ⌐ ∆↓≤─≢⅝╢ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

∕─  

ה  

♃כ♦⁸ ⌂≥ 

ה │ ⌐ ⇔ ╗ ⌐ ≢

№╢↓≤╩⅔ ╠∑ↄ∞↕™⁹ 

PPV Science Direct-Pay Per View │⁸ ⌐

⅛╠ ⱷכꜟ⅜ ⅝╕∆─≢⁸ ─ │⅔

╠∑ↄ∞↕™⁹ 

ה  

─ ⌂≥ 

ⱪꜞfi♩ ⇔√ │⁸ ≢ⱨ□▬ꜞfi◓

⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

◒♇Ɽכ♃꜠ה◐●Ɫה  ─ √∞⇔⁸ ╩≥↓

┼ ╢⅛╩ ╕√│ ⌐ ∆╢↓≤⁹

─ ™ ⅝│ ╘╠╣╕∑╪  

─ │⁸ ⁸ ⅜ ↕╣√ ╡

╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

βSIM ─♪כ◌ ╛⁸ ╛ ─ │ ╘╠╣

╕∑╪⁹ 

 ╩ ╗ ⌐⅔↑╢ ⁸ ⌐╟∫≡ ╕√

│ ╩ꜟכ◖ꜟ▪ ↄ⁸╕√ │ ⌂

≤∆╢ ⁹ 

β ─ ╩ ∆╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ─ ⅜ ⌐

╟╢╙─⌐ ↕╣╕∑╪  

β ⁸ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ה  ─⧵√╕ה ─ ⌐ ╦╢ ⅜ ⇔⌂

™ ─ ⌐ ╕╣╢ │♩כꜟ ⅝

╕∆⁹₈ ₉≢ ≢∆⁹  

╡ →  ⁸ ≢─꜠fi♃◌כ⌂≥─  

β ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

꜠fi♃◌כ─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐ ∆

╢↓≤⅜ ⌐ ≢№╢≤ ≢⅝╢╙─⌐≈™≡

│⁸ ⅜ ≢∆⁹ 

כ◦◒♃  ⅜№╢ │⁸ ─כ◦◒♃≡⇔≥ │

≢⅝╕∑╪⁹√∞⇔⁸ ╛Ᵽ☻⌂≥─ ╩

∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐≈™≡│⁸

╩ ─℮ⅎ⁸ ∆╢↓≤│ ≢∆⁹ 






